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平成3 0年(ワ)第3 5 8号慰謝料請求事件

口頭弁論終結の日 令和2年2月20日

判 決

群馬県利根郡みなかみ町上牧3 1 5 8- 1

原 告

東京都千代田区霞が関一丁目1番1号

被 告

同代表者法務大臣

同措定代理人
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1 原告の請求をいずれも棄却する。

2 訴訟費用は原告の負担とする。
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事 実及 び理 由

第1 請求

被告は,原告に対し, 1 0万円を支払え。

(原告は,今回は総額1、0 0兆円の一部請求であるとする。 )

第2 事案の概要

1 事案の要旨

本件は,原告が,原告と東京都との間の前橋地方裁判所沼田支部平成2 9年

(ワ)第2 6号慰謝料請求事件の審理及び裁判をした裁判官がその職務を行うに

ついて故意又は過失によって違法に原告に損害を加えた等と主張して,被告に

対し,上記損害の一部である1 0万円の支払を求める事案である。
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なお,平成2 9年1 2月1 2日に言い渡された上記事件の判決は,原告の請

求を棄却するものであり,控訴の提起がなく,同月28日に確定した(甲4,

弁論の全趣旨) 。

2 当事者の主張

(原告の主張)

別紙訴状L (第1の部分を除く。 )及びL準備書面(1)記載のとおり。

(被告の主張)

(1)全体として記載の趣旨が明らかでないが,被告が原告に対して賠償責任を

負うという主張であれば全体として争う。事実については,前橋地方裁判所

沼田支部平成29年(ワ)第26号(以下「別件訴訟」という。 )の審理及び

・ i判決を吉田達二裁判官(以下「別件裁判官」という。 )が担当した事実は認

め,その余の事実は否認,不知又は認否の限りでない。

(2)国家賠償法1条1項にいう「違法」とは,国又は公共団体の公権力の行使

に当たる公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違反する

ことをいう。裁判官がした争訟の裁判について,同法上違法なものとして国

の損害賠償責任が肯定されるためには,当該裁判官が違法又は不当な目的を

もって裁判をした等,裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて

これを行使したものと認め得るような特別の事情があることが必要であり,

このことわりは,争訟の裁判に限らず∴非訟的性格を有する職務行為等,広

く裁判官の職務行為一般に妥当する。そして,上記特別の事情の主張立証責

任は,原告にあると解されている。

原告の主張は,別件訴訟における訴訟指揮及び判決が意に沿わないことに

対する不満をいうものにすぎず,何ら上記特別の事情を主張立証していない

から,原告の主張は失当である。

第3 裁判所の判断

l 裁判官がした争訟の裁判につき国家賠償法1条1項にいう違法があったもの
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として国の損害賠償責任が肯定されるためには,当該裁判官が違法又は不当な

目的をもって裁判をした等,裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背

いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情があることを必要とする

(最高裁判所昭和5 3年(オ)第6 9号昭和5 7年3月1 2日第二小法廷判決・

民集3し6巻3号329頁,昭和55年(オ)第792号昭和57年3月18日第

二小法廷判決・裁判集民事135号405頁,昭和62年(オ)第667号平成

2年7月20目第二小法廷判決’・民集44巻5号938頁等) 。この理は,争

訟の裁判以外の裁判官の職務行為についlても基本的に同様であり,同項にいう

違法があったというためには,その違背が著しく不当又は不法であって,およ

そ裁判官としての誠実な権限行使と評価し難い程度に合理性を欠く.と認められ

ることが必要であると解するのが相当である。

2 これを本件についてみると,別件訴訟の訴状(甲.1) ,別件訴訟における原

告の平成29年1 0月24目付け準備書面(甲3)及び別件訴訟の判決(甲4)

を総合しても,原告が別件裁判官の違法な職務行為として主張する事実,すな

わち,別件裁判官が原告の主張をほとんど無視して極めて不公平かつ不当な審

理を行った事実及び別件裁判官が不当な審理をするために準備工作を行った事

実を認めることはできず,その他原告が別件裁判官の職務行為の違法を基礎付

けるもの等として主張する事実は,そもそも当該事実を認めるに足りる的確な

証拠がないか,上記1の特別の事情の存在又は合理性の欠如を基礎付けるに足

りないものである。

原告は,別件裁判官と「包囲網」 (原告は, 「男なら女からのSEX要求に

応えるのが当然だ」という慣習上の偏見に基づき,これに応えなかった原告に

対し,一貫して差別及び迫害を続け,国家機関を含む公的機関の職権を濫用し

て脅迫及び隠ぺいを続ける存在を「包囲網」と主張するものと解される。 )と

の結び付きを主張するが,そもそも,本件全証拠を総合しても, 「包囲網十の

存在を認めることができない。
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3 以上によれば,国家賠償法1条1項に基づく原告の請求は理由がなく,その

余の請求(根拠法令については,別紙訴状Lの第2の部分参照)についても理

由がないことは明らかである。

よって,・原告の請求をいずれも棄却することとし,主文のとおり判決する。

前橋地方裁判所民事第2部

裁判官●
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(別紙)

訴状、L・

第1請求の趣旨

1被告は原告に対し10方円を支払え

2 訴訟費用は被告の負担とする

第2 請求の原因

・、前橋地方裁判所・沼田支部(沼田市材木町甲-50)裁判官 吉田達二は、 2017-2-210;00同支部における平

成2 9年(ワ)第26号慰謝料請求事件(2017捗05第l回期日)において、後述のように、裁判長

として私の主張をほとんど無視して極めて不公平かつ不当な審理を行い、またこの不当な審理をす・

るために後述の準備工作を行うなどにより私の適正な手続を受ける権利の行使を妨害しました。

これらは私を人間扱いしない差別的取扱であり精神的に著しい屈辱を受けました0

また脅迫者達を野放しにしたごとにより著しい生命の危機への恐怖が続きました。

これらは彼の特別国家公務員としての職権の行使における故意または過失であり不法行為です。

よって、

①日本国憲法17条及び国家賠償法1条1項または、

②国家賠償法第4条による民法の規定(民法709粂及び民法710条の一般不法行為責任及び民法715

条の使用者責旬の公人二の類推適用’.

③民法7。9条及び民法7,。条の一般不法行為責任及び民法71与条の使用者責任の公人への類推適用

のいずれかの選択適用に塞き、被告に対して慰謝料を請求します。 i

いずれも適用可能な場合は先順位から適用ねがいます。
′

この裁判で、の私の主張の要旨(本文は甲-,甲3)

警視庁は以下のように今日まで三度にわたり、私の訴えを無視しました。

一度目の被害届(巨大なネット包囲網の摘発)については冒頭頁で書面による回答を求めました。

二度目の管轄の警察署でのサワダ面会については脅迫殺人の捜査を要請しましたb音

三度目の内容証明郵便についても、脅迫殺人の捜査を要請しましたい

捜査機関が被害の訴えを無視すればどうなるかば自明であり、これらは主に生命と差別の観点から日本

国権法の生存権と平等権の侵害にあたります。

訴状の一部として提出した告訴状9通は馨視庁が包囲網の摘発を怠った結果として派生した事件です。

これらを見れば、結果的に見ても警視庁に過失があったことは明らかですから、今回の請求の主旨は、

その結果責任と/して精神的被害に対する損寧賠償を求めるものです。

三県警が一貫して同様の対応をしていることから、国家賠償法の適用がふさわしいと考えます。

判決文の要旨(本文は甲4)

原告の主張は、以下のユー3について、いずれも捜査しなかったことが不法行為であるどのこと。

工20090--8被害届の提出… ・ 「古い話なので確認が取れない。但し私から見ても要領を得ないもの」

-5-



i 220090303サワダ面会による脅迫殺人の訴え… ・ 「古い話なので確認が取れない」

32016.6.6内容証明・事実有子但し「要領を得ないものでいかなる犯罪行為を指描するものか定かでない」

そもそも捜査は公益優先で行われるものであり、その恩恵は反射的利益にすぎないので、捜査しなかっ

たこと自体をもってただちに法律上保護された利益の侵害すなわち達雄と言えるものではない。

したがって当裁判所としてば正当業務行為である限りは違法性の余地はないと判断するので例示さ

れた四つの判例に倣い原告の請求を棄却する。

吉田達二の違法性、

葉音るにら-_極姥で護憲的な否合理な審勘を待ったと思います年

宮島心証主義とは言-a工法,.合理蛙騎馬みのは奇で尋..

判断の合理性を示すに息_茶龍三覧表のような形でふ基数宗で示すしかない蓑凱藩互_書

.これ擢轟妾を否定する審判による適正なま綴喜を薫ける椿利玖行優り姫島で如..

審理の不当性が職権上の判断ミスの範囲を遥かに逸脱しており、犯意を強く示唆しています。

つまり被告訴人が包囲網として行動したということです。

包閏網はこれまで常に-:・貫して、 「私を人間扱いしない対応」を続けてきました。

言い換えると、そうした「ありえない対応によって私に威力を示して脅迫」し続けてきざした。

つまりその無言の脅迫の意図は「どうせお前はそのうち我々の誰かに殺されるのだから、人間扱いする

必要など無い」ということです。

裁判所の職責とは、主張された事実の真偽については、徹底的に審理を尽くさなければなりません。

特に本件のように違法性の判定とも重なっている場合はなおざら不可欠のはずで丸

これらはまず、裁判所法第四十九条(懲戒)職務を怠づた時の「理由の無い審理」ないし「重大な法令

の適用ないし遵守の上での過誤」に当ります。
I ,

次に、裁判による適正な手続きを受ける権利(日本国憲法-3条または菌条)の侵害に塞く、、生命に対する

権利(日本国憲法13条)とと平等権(日本国籍法)4条)の侵害です;

違反の性質や法的説明や包囲網の概要は被害属名018に記載の通りです。

以下の工へⅤによって審理の不当性を演出して事実を否定する判決を行い:包囲網の威力

を示すことによって私の生命を脅迫したこと(類型

(審理線香当蛙扱躍動

類型①,青馬簑蕗認・

類型②一一草案認定ないしそ醐則違辱舞鶴_ ∴ ∴醗孟績主玲法令違反

類型③ …暴悪ふたはずの籠園なのに審勤まねて広軌度寒があ五二∴審聾洩れ

類型④__.審理享まき範囲な功主審嬰も玉里ない部分瑳壷壷二二賽蟹浸礼

灘望⑤-・-亙公蜜を看過振ふは的如捏

類型⑥・-摘示まねた適塾狂喜鞄決錘非線輪を導く-ことがで主な良二二期香備な虹理由麒凝

I私の主張をほとんど無視して極めて不公平かつ不当な審理を行ったこと

工-a 生命の危機の看過鋳撃㊤二③鎌専ばれか
I -b 故意または過失の看過鋳型①二③錆専ぜ磁さ)

音Ⅱ この不当な審理をするために以下の準備工作を行ったごと

Ⅱ∵A私が主張した不法行為朝型⑩
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旦二塁_生ニスが違う判例を無理に適用したこと鋳型①二②aいずれ科

Ⅱ-C訴状の一部である各告訴状を無祝したこと(類型④) ふ

臆臆Ⅱ-D誘導尋問を行ったこと鱒梨動

Ⅱ一E記録面で制度を悪用∴したこと鰭型⑤)

Ⅲ 事件性を着通したこと償型③寝刑事訴訟法第2弱条違反)

Ⅳ 著しい証拠力の軸型⑤)岬酬㊥岬を行ったこと
要するに①故意または過失であり、 ②法㌍上保護された権利の侵害であるのに、いずれも看過しました。

①についは後述の通り・です。 ②私はいずれも脅迫による生命の危機を訴えていました。

判決文(申可の要旨は次の通りです。

- 『そもそも捜査は公益優先で行われるものであり、その恩恵は反射的利益にすぎないので、捜査しなか

ったこと自体をもってただちに法律上保護された利益の侵害すなわち違法と言えるものではない。

したがって当裁判所として広正当業務行為である限りは違法性の余地はないと判断するので例示され

た四つの判例に倣い原告の請求を棄却する。 』

つまり、 ①生命の危機を訴えていたこと(反射的利益を超えた権利の侵害であること)と、 ②故意又は過失i

があること、のいずれにも気付かなかったというわけです:

脅迫を主張していることは認識していながか生命に対する脅迫であることには気付かなかった、また、

回答期限を求められているのに無視することが信義則違反であることや正規の取扱から外れていること

は書いてあるのに、また、捜査機関が.被害が無いと断定できないのに無視すればどうなるかば当り前に

予見できるのに、裁判所がその不当性に気付かなかった、ということです。

なお、私の反論として宇都宮地裁埴(ウ)-99損害賠償請求事件を挙げておきます。

I-a 生命の危機の看過準備書面朝潮略届によって包囲酬
言の脅迫です。 i伸も

準備書面6真言「警視庁は殺人を示唆する脅迫被害の訴えを無視して放置し故意にその状態を継続させて

おり、告訴人の生命に対し害を中朝包囲
網を果こうとすれば叔母のように殺すよIだと思います.口中3ユ’

準備書面6真言曙桑の職責と言は不作為朝
数少ないものであると認識しております.

しかしこの作為掠務の弾きは被害の届け田内卒の切実度に依存生るとも考え与れますの

本件は殺人を示唆する脅迫被膏の訴えですから、:当然に最も強く作為義務が求め刷命圃
該当告訴状I臆には公務員職権濫用罪、脅迫罪、犯人蔵匿罪を記述していました。臆

工葛b 故意または過失の看過、

準備書面子3頁「そもそも公僕の分際で、正当なる納税者の書面による回答要求を無視するとは何事でし

ようか?I (甲か

ふきピタ番」と一書章_ ○○i一 事二軍か

三つ目に重要なのばデータ以外に・も治安を預かる機関として看過できるはずのない危
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灸行為カギ次のよう勘、くつも書かれていることです岬3」

章3ページ逆乗車拒否の記述(脅迫・営業妨害?または事故誘発?)

・ -2ページ高速道路の合流時の妨害(脅迫・殺人未遂・危険運陶音

・ 12ページ幹線道路への合流時の後続車の追い越し(脅迫・危険運転

・臆-3ページ発進しようとすると鼻先に飛び込んでくる他の

÷且三二ジ見時抑脅迫・, ・危険運塑

一二一5臆臆ページ通勤途上で車両がわざと行く手を塞ぐ(脅迫二塵∴岬
二岨_生二ジ強引な右鞄珪迫喜子危険運輯

∴迫ページ自宅不法侵入(脅迫・留守宅住居侵入)

迫・ ・危険運転

三重盤態で事件性無しと.して帝了できるはずもなく、何ゆえに原告本人に聞書き旺す等の連絡を怠至を旦

一週潤題です。臆 事件性の認識が異常であり犯罪捜査規範への違背と言えます。同

輩鑑童画7真書嘩後に警視庁の情状について申し上げます。臆音

盤軸融上」書面によ臆る言も榊
旦覿⊆よるものは律師事実そのものから否輯するという、捜査機関としてあるまじき、.なりふり植わぬ

・隠蔽を図っております。工伸也

★警視庁の違法性 詳しくは告訴状Aの通りです

暗視庁の違法性は下話のI一皿の通りです。

被害届や通報等により捜査機関に犯人らの摘発を求めたのに、不当に無視されました。

つま.り故意または過失による適正な手続を受ける権利の侵害であり′行使の妨害です。

また、私が生命の緊急の救済を訴えていたのも明らかであり、反射的利益を超えた旋律上線穫される権

利である生命に対する権利の侵富にも当ります々

これらは被害届2018の「違反の性質」に記述の通り、自由権規約の各条項への違反です。

日本では、告訴に塞く適正な手続を受ける権利(日本国憲法第13条もしくは25条)の侵害です。

更に、生命に対する権利(日本国憲法第-3条)と平等権(日本国憲法第14条)の侵害です。

これらより民法709条の一般不法行為に当ります。

工 以下のAとBを組合せて包囲網の威力を示したこと臆

A私の被害届2009を不当に無視したこと

下記1-8の観点を総合すれば私の被害届2009を不当に無視したことは、故意または過

失に当るので不法行為です

1回答要求の旨と回答期限を明示していたこと(信義則達串
2 正規の取扱ではないこと

被害届の内容が理解できなかったにもかかわらず、届出人本人の真意を最後まで確認しないまま勝手に

結了したことば.犯罪捜査規範第6与条違反です。

なおこれは告訴状についての規定ですが被害届にふ、ても準用されていると思われます。

3’予見義務ないし結果回避義務違反です(被害があれば続くことや不安が解消しないこと)

捜査機関が被害の届出を無視すればその後も当然にその被害は続きます。

ですから被害や犯罪が無いと断定できない以上は警察法第二条等への違反です。
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4 警察が職責として看過できない8事項を記載していたこと(含む生命の

(l)冒頭ペ÷ジ 被害の種類として 及び営業妨害と明記

(2)冒頭ページ 加害者が首都圏全域、一億人の犯罪(つまり公益の侵害)を明記

杓3ページ顔生を(つまり挙手した乗客の逃亡上

(4)5ページ私の出番日とともに(タクシー会社の席上が落ちる醸
これは包囲網にとって最も「不都合な真実」です。

当時、包囲網が繰り広げていた私への不買運動は夜の∵首都圏全体を巻き込んで恐慌に腫れました

当時の日本のGDPにも影響が出ていたはずです。

(5)暢ページ 他のドライバーと比べて)異常に低い実車率

(6)-4ページ 高速道路の合流時の妨害(生命への脅迫-・殺人未遂・危険運転)、

(7)19ページ 対向車の檀寄せ(生命への脅迫・殺人未遂・危険運転)

(8)雪〇ページ 周りを彿細する警察関係者(スト÷カー行為l 自らの証拠隠滅と言えます

5 生命に対する権利(日本国憲法}3条、自由権規約第6条)の侵害です

6 適正な手続きを受ける権利(日本国憲法第や条)の侵害です

7 差別であり平等権(日本国憲法第噂条)や自由権規約の差別禁止の各条項への違反です

8 脅迫殺人との関連が極めて強く推定されること

B 私の叔母の太田ま子り子の殺害に関与したこと

以下の1と2を総合すればそ.の高度の悉意健が、脅迫の毒図を強く示唆しています

1無視できるはずのない被宙届を無視したこと(偶然性巾00000000)

既蓮の違法性が自明なのにあえて無視する余地はなかっ料まずです。

また、隠蔽するだけなら、例えば本人に連絡したうえで適当に聞き流しても同じです。

最後まで本人と連絡を取ろうとしなかった点に極めて高度の懇意性、つまり脅迫の意図を感じます。2 :無脚
.つまり、,私への回答の代りに叔母の死体を晒して・ 「被寄居を忘れなければ次はお前をこうするぞ十とい

逆にこの点からこれが殺人である÷とと警視庁の殺人への関与が極めて強ぐ推定されますo
脅迫殺人は極めて高度の懇意性であり、そう感じない人は包囲網と断定できると思います。

Ⅱ 私が東村山署でサワタと面会した事実を全面的に否認したこと僻系列A④、 ⑤、 26)

④と⑤の事実について警視庁は告訴状Lのように「古い話なので確認が取れない」としております。

警察が管轄署内での被害者本人からの脅迫殺人の真相究明の要請を全面否認したことは、巨大不祥事の

訴えを雫に隠蔽したということであり、二重に巨大不祥事なのです。

既述の経過から考えて、当然に私が抗議したことは容易に推測できると思います。

そしてこれが:脅迫殺人の隠蔽という極めて強い動機、つまり懇意性を括っているということです。

証拠が無くても充分に事実有の確信が得られると思いますo

これが「古い話なので確認が取れない」で済まされるはずはありません。

まだ-0∴年以内のことですし、田本の警察のシステムはそこ・まで杜撰ではないと思いますから何一つ記

録が残っていないことは考えられません。

少なくとも私は面会皿、ますからサワダ酬
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私服で中肉で背は高めで縮れ髪の顔色の悪い人でした。なによりもその声をはっきりと覚えています。塾を畔上20-6嘩
既述の通り、無視することは正規の取扱ではなく、また犯罪が無いとも断定できないはずです。

圏
囚 回国壁壁堅固照 圏壁画堅塁隅 田囲圏圏四囲題∴堕堕圏喜1

揖-憂慮ついて虹-まず監察室を精度上なのに交換手班勝星三広報課∴広聴珪当会取次ぎ意地一-

∴驚捉庭土挑_な琉五十二翼捜査機関ではか」裏土言出親吏阜たこと侵棲相談萌の横軸

∴廟革製全面否認重犯霧畦蕪毒舌も_.拠寵姫まあ珪砂. 」で逆どんな犯罪星な奇襲か⊥上答えゝ.翻ぎ.

嘩駒に説班長でも無視」をこと

これは婁寒を否定する糞罰信義則違反)ですふ.蜜察官教わからな吏ニ.となどを旦えませ友

∴._曝射出署や禿重を告発ふた虹鱒璃怒珪つなと薫鼠轟)上りと要請ふた似…__艦察重出ま蟻炊く壌

且が無い⊥上嘘をエ車掌拒否したこと此. ,信義則や根拠緩ま刺露法令の違反による適重な手続主を愛は

五韻妙徳憶や勅書で毒見公務員職種濫畢罪で丸.

三之を幼妻工功通べき部署から返裏させるよゑ手罷する」..と阜う掬味を舐って互選五〇

三人撞。-_._.-____….___∴盛観三信義軋….. ,を破王て即一、漑聡手続を教授攫甜竣待随を緒して

登-り∴また、い警視庁の対応の時系列的`組織的一貫性は明らかですこ

この事実はむろん既存の-不法行為の心謁への遡及効があります。

薬なあ.サ.壇の他端樹堕姦裁剃所轄且裏丸_ _茸成毛旦隼は潟雑_真上.慰謝料請求高件に蓬弘幸

都塵追蛭寵姫擢馳把-」まで養生雇堪土質養電母一壇や鼠醒鎚的雌叫」搬欝視阜:

広報課_:_公聴担当∴批_捉_の露話録乱と蓮里て雛,主.ま_た立証趣旨馳渇頭掛を」原告は監察室と境

定したのですが埠在組織として存在せず、それに代わる部署として取次がれて与る息に達磨願早ま丸」;.

蕪書いてあ擾_したので、○○こねを見ただけでお香当性は感またはずで丸子

まを二軸親且におりてこれを里毛呂や香護衛為とするつも擁姦勧なつ吏て魂朗を愛せま上島

至れ瓦対し-_欝懇幼司会による被案の届出を全面否認す盃ことの犯罪性がわか主知〕聾宮はあり_え

な車重で彼の発言彊杏里に改まユてますよれ宣言ユたみです於- -そ坊後も蜜んやかん受這われて、.そ

や震味がよくわかも.な早まま取乱下助言応諾.長上豊臣をしな..

凄さ阜証拠として追如しているのですから,..そあそも何度も闘え直す必衰が無く蚕賽です。..

3 訴訟を通じて告知された事件性を不当に無視し続けていること僻系列A2 6)

これまで蜜視庁は書面による訴えは内容の無効を主張し、口頭によるものは事実自体を否認して私の

訴えを隠蔽してきました。 ・

この訴訟を通じて初めて正式に私の主張内容を告知されたわけです。 】

Ⅱ この不当な審理をするために以下の準備工作を行ったこと

Ⅱ_A私が主張した不法行為の内容をすり替えたこと判決書潮岬二
回ま事実無根であり私はそのように書いた憶えも発闘)ありません。

一座盤冒頭「原告は今日まで延べ9年以上に亘り警視庁から被害の届出を無視され紺ナてやります」 (日

・これは「最後まで本人の真意を確認しようとしなからた」という過失を目立たなくする為です。.
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そもそも告訴状工を訴状の一部として添付しているのですから、それが不法行為そのものです。

捜査しなかったことと、無視した、まま勝手に結了させたこと、とは全く別の行為です。

Ⅱ-Bケースが違う判例を無理に適用したこと

被告が提示した四っの判例との共通点は警察が関与していることだけで、私とは全て違うケースです。

まず、私の場合は完全に無視されたケースですが、四つの判例はいずれもそうではありません〇 ・

次に、私は切実な生命の危機を訴えていましたが、 ・四つの判例はいずれもそうではありません。

Ⅱ-C訴状の一部である各告訴状を無視したこと

私は全事件が包囲網による派生事件であり、捕発を逃した結果責任を求めると主接していましたから、

否定する根拠が無い限りは、不法行為責任の範囲として各告訴状にも触れざるを得なかったはずです。

これらを見れば警視庁ばかりではなく埼玉県警や群馬県響、更に他の機関も-貫して無視しているこ

との異常性が容易にわかり、それらが包囲網を示唆していることを認めざるをえなかったはずです。

つまり遡及して督視庁の不法行為の存否についての心証をも大きく押し上げたはずですo

判決とは主張の採用可能性をあらゆる角度から検討したうえで結論づけるものだと、思います。.

もう一つ重要なのは事件性.の観点です。

被告訴人は, 「民事訴訟なのだから告訴状のことなど知らないよI」と割り切っなうですが、刑事訴訟法

第239条の公務員の職務上の犯罪告発義務は負っているはずですから違反の疑いが強いですo

Ⅱ_D誘導尋蘭を行ったこと

・ ・ ・‥.∴ ・勝訴の期待を抱かせる裁判長の二度の釈明
へ∴{∴( .__ _.○○臆 j.臆 臆.._ ○ ○ _ _一▲. .」‥ 臆

.し第一画期“日二第二回期日とも、三脚
これは私に勝訴の期待を抱かせることによって「三つとも認められているのなら四つ目の不法行為を追

加するまでも無いだろう」と誤信させて取下げの応諾を引き出す為の誘導尋問だったと思います。

始めから原告適格無しと判決することを決めていたと思われますから極めて不審な質問で丸

私にとってはこの判決自体がまさに「不意討ち」でした。・

・ 201叩24の四つ目の不法行為への不審な釈明権の行使

二国見要班員で-たれも不法往為.虹.て追加するつ帥_な納豆上武や趣旨竣軸を受広_上之竣

工も攻だ」.._と言王だのですか何度も聞き直ざれか.意味舞わからぬまま壊要職尤きしを_.

四つ白の不法行為とは誕麹の追加として提出したもので既連取劉]娘.、....職種驚視癌.広報課∴公

聴坦当∴吐上皇重任です。

これは信華則違反であると同軸こ警視庁が今なお私の主張を無視し続けているということであり、時系

列的組織的一月性を示しているので他の三つの不法行為の心誹を遡って引き上げるはずですから、離

.直すまでもなく、その車実を調査によって確得させるべきでした。

Ⅱ→E寵鏡面で制度を悪用・したこと
′

既述の主張のすり替えや、判決書に私の主張内容がほとんど記録されていないことなどから見て、裁判

の公開を前提に当事者の主張内容の記録が簡略化されている点を悪用したものと思われます。

判決文はたった三貴であり、百頁近い私の提出文書に比べても不自然です。

ただこれは不当な審理の準備というよりは判決後の隠蔽の為と思われます。

Ⅲ 事件性を看過したこと(刑事訴訟法第239条違反)

これらは⑪不法行為、 ②事件性、 ③証拠力の偏在の是正 という三つの観点か.ら判定不可
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韓の主要事実でした。

例えば以下のように誰でも当然に疑うことなのに、なおかつ私が主張しているのに全く触れていません。

’・配達証明まであるのだから被害届2009は確実に届いている。

それが現在消息不明と言うことは、被害届ではないものとして扱ったということである。

被害や犯罪が全く無いと断定する根拠があったのだろうかそ

指摘された記載事項を看過したことについて警視庁はどのように弁解するつもりなのか?

・警察の職責に加えて、正規の取扱でないことや届出人が回答を求めて牛たことも合わせて考えれば、

なおも無視するという選択はありえない。なぜあえて無視したのか?つまり慈恵性は極めて高い。

これは同じ日に死亡しているというもう二つの懇意性よりもはるかに高いど

この二つが重なっていることを総合すれば脅迫殺人が真実であることは確信できる。・

・殺人の動機については、書かれていた夜の街の状況や被害の現象と指摘されたデータとは因果関係と

して整合的だし、二度の死亡事故も考えれば逆恨みによる殺人が起きたとしても全く不思議はない。

・そもそもこの変死1には不審点が多すぎる。もしかすると埼玉地検も絡んでいるのでは?

・死因の偽装方法も詳細に書いてあるし、この通りだとすれば調べるのはたやすい。

・包囲網がもし真実ならたいへんな公益侵害であり、その摘発こそが最優先のはずである。

・そもそも具体的犯罪事実の告知だけが捜査の端緒ではない。警察の主張は不審である。

∴サワダ面会の否認も隠疎の為だとすれば極めて悪質な犯罪だ。

《 ・被害届と脅迫殺人の隠蔽という強い動機もあるので、森意固ま極めて高い。
{

{

・同様に書面の内容が無効だとの主張も隠蔽のための口実である可能性が高い。

. ・豊_上之烹ニシカタの件は、今も尚、断固とした無視を繰り返しているという一貫性を示している。

‾二《∴ ・三県警をはじめ各機関の対応が一貫して異常だ。包囲網を認めざるをえないっ

これらのことがもし事実であれば、遡って主張された三づの不法行為の心証を一挙に押し上げるので判

定は不可避である。

(1 )私の叔母の太田まり子の脅迫殺人の存否

これが殺人である・ことの圧倒的な容案件の高さは既述の通りです。

これは主張した全ての違法行為に関連している最重要事実なのです。

それなのに全く触れていません。 まるで腫れ物に触るのを避けるかのごとくです。

(2)サワダとの面会の事実の存否

被害者が警察署内で脅迫殺人の真相の究明を要請したのに警察が全面否認したということは、訴えてい

た内容が巨大不祥事なのに、更にその届出事実を否認したわけですから、二重に巨大不祥事です。

そしでこれが、脅迫殺人の隠蔽という極めて強い動機、つまり懇意性を伴っているということです。

証拠が無くても充分に事実であるという確信が得られると思います。

告訴状Aにおいて記述の通り、現在でも何らかの手掛りは残っているはずです。

それなのに上古い話な廟です。
このような巨大な事件性を前にして\不法行為の判定としても、事件性の判定としでも、証拠力の

偏在の是正としても、これで済むはずはありません。

13†有力データの証拠力を根拠無く否定したこと

タクシー乗務員時代の私の出勤日と会社平均売上高の連動について、 「仮にそうした事実があらたとし

‾
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でも、直ちに犯罪行為があったことが窺われるものでないことは明らかである」と断じていますが、こ

れはあまりにも森意的であ●り自由心証主義の範囲を逸脱しています。

このデータは包囲網にとって最も「不都合な事実」なのです。

直接犯人を特定することはできませんが、不特定多数の犯行が累積した結果であることは否定しょうが

ありませんから、捜査に着手せざるをえません。

それに統計的有意性というものば′漣だけで否定しきれるもの,ではないことはわかっているはずですQ

(4 )所属のタクシー会社の二度の死亡事故(包囲網の実在を示唆†

創業以来60年間全く死亡事故が無かった会社に突如として全く同’じ形の死亡事故が短期間に連続す

ることに慈恵性を感じなければ異常だと思います。 ∴∴ (

(5)包囲縛の存否.

そもそも包囲網の描発は公益そのものな’のにどうして根拠も無く無視されたのでしょうか?.

へ各告訴状は森意性一覧表の通り、それぞれ単独で確信を得られる、だけの懇意性を備えています。

それらを総合した場合の包囲網実在の懇意性を否定するのは不可能だと思います。

Ⅳ 著しい証拠力の偏在を看過したこと(公平性への配慮の欠落)

捜査機関は元々職責として証拠を二手に握るべき立場にありますし、その機関による隠蔽を主張してい

たのですから、証艶が被告側へ極端に偏在していたのは当然です。

《. ・一言 裁判長闘えばサワダ面会につき、自らの権限で自主的に文書特定手続により証拠となりうる記録を列
・ { 「

挙させて特定し、そのうえで文書提出命令などの証拠開示的処理を取るべきでした。

∴ ∴置へそれなのに逆に私の棚望8件を全て却下したことは隠蔽の意図を強く示唆していますo

V 自ら不公平な審理を行ったこと

これは不当な審理全般の裏返しとも言えますが特に露骨なものは以下のものです。

1被害届について「私から見ても要領を得ないもの」と断じたこと
準備書面4頁の子看過できるはずのない危険行為」の判定はどうなったのでしょうか?

この不当性を例えるなら、車の運転をしていて視界が悪かっだので轢きました、で通りますか?とい

う話だと思いますo視界が悪かったのなら視界を確保するしかありません。

捜査機関や司法的機関にとっては職権が卓に相当します。

「わか卵こくかっだのでわからなかった」というのはこれまで各機関が一貫して繰り返してきた隠

蔽の為の口実であり白痴化対応です。過失相殺を狙った「因縁付け」でもあり、ます。

それを言うなら、私に限らず十枚人の主蕪などすべからく「わかりにくい」はずです。

ですからそれが私限りの差別的取扱であるごとも言うまでも・ありません。

2 既述の〈3)有力データの託拠力を根拠無く否定したこと

この訴訟のその他の不当性

(1)被告を変更させられたこと

最初に訴状を提出した時の被告は警視総監(警視庁長官)でした。

・その訂正を求められて法務大臣(日本国)にしたところ、更に東京都に訂正するように求められました。
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これは事件を分断させて全容を把握しにくくするためとも思われます。

(2・)被告側の虚偽が心証に反映していないこと

ZO-70与0-に私が東村山警察署に電話照会した件について、該当が無かったと私に自答した、と坤7090与.答

弁書に書いてありますが、これは事実無根であることを’私は準備書面で指摘しました。

このような場合、通常は被告側への心証が低下するはずですが、判決文には反映されていません。

(3 )被告側関係者の罪・

警視庁のこれらの露骨な不当性は法曹なら誰でも当然にわかかまずですから、被告側の弁護士4人は誠

実義務と真実義務に違反しています。また、東京都知事は刑事訴訟法第239条違反です。

違法性のまとめ

要件① 権利または法律上保護される利益の存在,

この裁判により全被告訴人らの犯行の発覚を求めたのに、不当な審理により妨害されました。

切迫した生命の危機や高度の事件性を無視したことは刑事訴訟法第239条2 ;\’の違反です。

つまり事件性の隠蔽であり故意または過失による適正な手続を受ける権利の行使の妨害です∴

これらは被害届20-8の「違反の性質」に語述の通り、自由権規約の各条項への違反です。

日本では、告訴に塞く適正な手続を受ける権利岬本国憲法第’13条もしくは袴条)の侵害です。

→更に、生命に対する権利(日本国憲法第-3’条)と辛等擢(日本国憲法第均条)の侵害です。

・ {二言 これらより民法709条の一般不法行為に当ります。

∴‥・・認諾‡諾諾驚失 業豊富す。
へ

要件④.損害の発生および金額

経済的被害燐益侵害)は訴訟費肩の約-5万円です。

措神的被書く法益侵害)についは甚大です。

最後の拠り所であり公平であるべき裁判所が極めて不公平かつ不当な審理を行ったことにより、私の恐

怖感や絶望感や孤立感は当然に深まりました。

要件⑤ ②と④の因果関係

脅迫や隠蔽としか説明がつかない審理はり精神的被害を受けたという因果関係は明らかです。

証拠方法 証拠説明書Lに記載の全て

附属書類 証拠説明書Lのうち、甲-̃甲4号証、

本書と被害届20-8と慈恵性一覧表をセットで訴状とし、証拠説明書Lを含め、これらの副本一式

以上
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(別紙)

L準備書面(1)

本書ば被告の令和2年1月17目付け準備書面(l)に対し、包括的に反論するとともに、被

告の白痴化答弁を打破すべく、焦点を絞ります。

第1被告の答弁は、公然たる侮辱(人格否定)であり、犯人隠避です

既提出の具体的摘示を無視して、:晒す。
言い換えると、不当な受付拒否ではないことの抗弁事実を示しておりません。

第2 実質的に、手続妨害であり、司法権濫用による、司法拒絶です

虚偽表示(公序良俗違反)無効

原判決は十正当業務行為である限部室違法性の余地はないと判断するので例示された四三

の判例∴に倣い原告の請求を棄却する。 」と判示しています。

しかしながら当該事件は、後述の通り、 また、例示された四つの判

例とはケースが違いますし、原判決は,原告の訴えの核心を、実質的に、根拠無く、無視し

ており、訴訟手続の違反や、憲法や法令の解釈の誤りや、経験則違反や論理則違反による、

・ ・ ∵ ・∴ 自由心証主義への違反誹場数有り、判決書としても不備なので、違法な判決であり、職責
〔 - つ

(
∴
∴
∴
∴
(

〔

{ と状況に困る予見可能性に塞く結果回避義務違反であり、著しい
〇
〇
〇
〇
〇
回

{
∴
∴
∴
( り、公然たる侮辱(個人の尊厳の躁脚)であり、また、裁判を受ける権利(憲法32条)の侵害

であり、且盤や生命に対する権利や適正な手続を受ける権利(いずれも憲法13条)や、里

等権(憲法工4条)の侵害であり、職務上の過失または過失であり、不法行為であり、当り前

に、公序良俗(民法9q条)違反なので無効です。

1判決に憲法の解釈軸や、その他憲法の違反が、多数有ります(早訴法312条1珂臆

後述の通り、原事件は脅迫であり、その意図は、威力によって真意を抑圧させを三上ですか

ら、必然的に、人格的生存ないし個人の尊厳(いずれ.も憲法13条)の侵害です。

これらの訴えを、警察が、根拠無く無視して来たことばその職責鱒察法2条など)に因る、

被害の継続への予見可能性に塞く結果回避義務違反であり、旦迭盤や生命に対する権利や適

中な手続を受ける権利(いずれも憲法13条)や、ひいては平等権(憲法・14条)・の侵害です。

このように、元々幾つもの人権侵害億法違反)や違反を含んだ被害、の隠蔽です。

2・判決に理由不備が多数有ります(民訴法312条2項六号)
∴

当り前の違法性の数々を無視したこ-とは、判剛棚土。
違法性が鮒凍ら理由i音(合理的板拠)iも要らないと士∴う音ことにはなりませ牢

この輸理則違反こそが、包囲網が一貫して行って来た、‥狂気の倒錯と言えます。

ですから訴訟ルール違反でもあり、また、例外的に理由を付した場合でも、確率的最大要塞

を常に根拠無く無視しているので極めて片手落ちであり、実質的に理由が有りません。

これらは裁判所法第49条「理由の無い審理」ないし’「重大な法令の適用ないし遵守の上で

の過誤」に当り-ます。
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3 判決に経験則違反や論理則違反が多数有り、自由心証主義への違反です

4 以下の通り、総じて訴訟ルール違反です

①私の訴えを寒視していることは、裁判を受ける権利(憲法32条)の侵害です

②被告が根拠無く否認しているのに、凝制自百・と判定しなかったこと

③私の訴えが判決書に正確に語録されていないことば裁判を受ける権利の侵害です

全3頁の判決の2行の事案の概要と10行の原告の主張では、事件性が全く伝わりません。

5 法令の解釈の重大な誤りが多数有ります(裁判新法第・49条違反)

これらは当り前に、 であ・り、公序良俗(民法90条)違反です。

第3 いずれも正当業務行為ではありません

この判決も、当該事件の原因行為も、いずれも職務上の故意または過失なので、法律上

(甲5号書証)。

この判決を総合すればこうした重大かつ多数の判牢ミスが偶然に重なることは在り得ない

ことから、程度問題として、司法権濫用であり、公序良俗違反であり、不法行為です。

第4 当該事件被告の判例は、ケースが異なるので失当です・

まず、私の場合性完全基盤されたケースですが、賄示の判例は違います○

次に、私は切実な生命の危機を訴えていましたが、摘示の判例は違います。

なお、脅迫殺人(A唐件や猟銃脅迫(B癌件などから、生命の危機と言えます。 、

第5 当該事件の不法行為を擦り替えたことは、犯罪的です

「捜査しなかったこと」ではなぐ「無視したことIであり、そもそも

この基礎事実の相違は もろに判決を左右しましたが、当り前に、訴訟ルール違反であり、

また、元々それが狙い板射的利益にする為の工作)と思われます。

第6 警察の、理由を告知しない不当な受付拒否は当り前に、違法です′

各告訴状の通り、埼玉県警や群馬県警も、根拠の無い、葵哲的無視を重ねております。

権力の濫用の予防という警察の各根拠の立法趣旨からも、 からも、理

示さずに被害の訴えを無視することが許されないのは当り前です。

の訴え(脅迫の疑い)・を、常に、合理的根拠無く無視していることは、常習的な、理

と言え、個人の生命、身体、財産の保護や、犯罪の予防など(警察法

2条)の職責に因る、:予見可能性に塞く結果回避義務違反であり、自決権や生命に対する権

利や適正な手続を受ける権郡いずれも・憲法13条)や、平等権(憲法14条)の侵害です。

これは、当り前の違法性を認めないことによって、職責に因る作為義務を葬っており、造型

則違反を経験則違反に擦り代えているので、経験則違反に因る論理則違反と言えますo

しかし、違法性が無いから理由(合理的根拠)も要らないということに.はなり阜草生

この論理則違反こそが、包囲網が一貫’して行って来た、狂気の倒錯と言えます。

言い換えると、故意の観点からの捜査の欠落に対する抗弁事実を、常に示しておりません。
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不合理な判断は、既述の他、

告訴状の受理拒否は、

これらは当り前に、

への違反です。

要するに、何故に、毎回常に、被害の訴えを根拠無く無視するのか?という相互関連性ない

と類型的一貫性を総合すれば、当り前に、踵です。

第7 原判決の問題点の摘示

1★★★ 故意または過失を着通したことぐ既述 第2)

2★★★二ケースが違う判例をしたこと(既述 第3)訴訟ルール違反

3★★★ 不法行為の内容を擦り替えたこと既述 第4)訴訟ルール違反

4★ 九年訴状を無視したこと(判定洩れ:理由不備)訴訟ルール違反

これらを傭放し金趣旨.を説酎すれば相互関連性と加害類型の一貫性などから、暫祝庁が憶

蔽した包囲網の実在が確信できたはずです。

5★★★ 以下の、当り前の違法性の数々を無視したこと(判定洩れ・理由不備)

違法性とは主に、人権侵犯性と反社会性で㌔ ★や●の数が多いほど違法です。

∴∴ これらは基盤重宝であり、少なくとも主要重宝であり、いずれも99・00牝以上の蓋然性です

{∴・、.∴{ 20090118付け被害届について

∵ ∵《 ぐ1)★★★ 完全鰯行為の、当り前の違法性を鯛(経験則違反・判定洩れ・軸不備

理由を告知しない不当な受付拒否(犯罪捜査規範6工、 65条違反)に当ります。

権力の濫用の予防という警察の各職責腫察法や犯罪捜査規範や刑事訴訟法など)め轟

宣からも、 からも、警察が、理由も示さずに種畜の訴えを無視するこ

とが、許されないのは当り前です。
了’

また、同様に無視すれば誰でも被害届を出す意味が無くなることから、私への差別である・

ことも自明臆であり、その証拠に、

更には、この被害届が紛失ではないこ∴とく取扱不備の抗弁事実)が示されていません。

反論●●● 「私から見ても要領を得ないl旨(判決書2頁)ば証拠隠滅です

たとえもし仮に、本当に’「要領を得ない物」だったとしても、規定された、訊き直しを怠っ

たことは過失であり、また、

“ (2)★★★ 無視できない内容だったことを無視(論理則違反」判定洩れ:理由不倒

i音符に、冒頭頁に申請した回答期限を無視したこ・とは、著しい信夢見膳反ですo
この被害届の趣旨は、タクシー営業での不特定多数による不買動の摘発でした(当該甲l)。

3頁)日常的な顔パス(毒手した乗客の逃亡)ば単発でも極めて稀有な現象なのに、岨

私の出番日とタクシー会社の平均売上との連動現象も、これを裏付けており、総合すれば

堕哩
珊

擾荻藷韮琵匿 閉 塞案哩壁 四国 園田団扇距囲園田器藁歴

データを押さえるだけで捕発できたはずです。
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このデータこそは、包囲網にとってのアキレス腱であり、不都合な真実だったのです。

包囲網はやがて、この連動現象を解消する為に、引き籠り:(夜の街に出歩かない)運動を展開

しましたが、これが当時の首都圏の夜の街全体を直撃し、大恐慌に陥れました。

このことを示す経済指標はいくつもあると′思いますが、少なくとも、,タクシー岬
(3)★★★私の出番日と会社の平均売上との連動を無視(論理則違反・判定洩れ・理由不備)

反論●●● 「仮にそうした事実があ坤窺われ
るものでないことは明やかである」 (判決書3:真上)は、証拠隠滅です

これは被疑者不特定多数であることの言い換えに過ぎず、それは被害届の冒頭頁で明記流で

すし、訴えた被害の実在は否定しようありませんから、否定する理由になりません。

この論理でば被疑者不特定多数の犯罪は、すべからく摘発不可能ですから、蓮弁です。

それに、捜査●の姥緒は具体的犯罪事実だけに限定されてはおりません。

(4)★★★:瞥視庁の害意を強く暗示するこ上を無視朝子理由不備)
既述のような自明の違法性に加え、既提出の通り一無視できない内容でもあったことから・、

無視したことは二重に不審であり、警視庁の何らかの害意が、当り前に、推定されます。

それなのに「古い話なので確認が取れない十では、明らかに事案解明責任の放棄です。

20090220私の叔母の大固まり子の殺害について

既述のような恐慌状況で夜の街の住人達からの私への逆恨みが昂じた結果、私の叔母の脅

迫の為の殺人が起きたものと思われますが∴これを、脅迫程人とする理由は、

第-に、既述のよ主な被害届を、警察が、完全に無視することばその違法性があまりにも

自明であるがゆえに、:本来有り得ない選択なので、:警視庁の何らかの害意を極めて強く暗

示していること(懇意性99. 999999%以上)

第二に、iまさしくその被害届の回答期限日当’日に、私の叔母が変死したこと(99.80%以上)

これにより、 「先の被害届を忘れなければ、この叔母のように殺すぞ」と.いう、上記の害意上垣

言の脅迫)の内容が暗示されたこ.と、 _また、‥.2つとも極めて稀有な人為現象なので、偶然に

蛙重なり得ないことから、被告軸_掴出勤記事台殺人と、警視庁の関与が、当たり前に、
推定されます言’(懇意性99. 9999999%以上)

司様の状況設定のドラマや小説も多いので、

(l) ★★★私への脅迫の為の殺人を無視(繊

:2) ★★★轢逃げ事故の不審の数々を無視焔

耳として、そう感じるはずです。

腫反に因る論理則違反音判定洩れ理由不

判定洩れ・理由不

なおこれらは主に、前橋地裁鵬0ワ413慰謝料請求事件で判明したことではありますが、当

該事件の事案解明を進めれば判明したことです。

A 現場の手前が、飛び切り見時しの良い、長い直線であること(A一甲11) (99,9掘以上)

叔母の姿が、視界の中央部に入り続けていたはずなので、見落とすことなど在り得ません

岬(90. 00%以上)直角の左折直後です
C 司法解剖が実施された経緯が不審であること(90. 00%以上)

大田まり子の妹で、公判にも出席した、私の叔母の廣橋絹代の話では、検蜘

-18-



解剖岬
たそうです(Å-申12反訳害し。

つまり、その時点でば交通事故だとする直接的証拠は無かった臆と思われます。

これは、埼玉県警の「交通事故の死因辛特定する為lとの答弁と大きく喰い違っています。

埼玉県警は、通夜で私(有名人)の姿を認めて初めて、大田まり子が私の親戚であることに気

付き、そこから隠蔽に転換した疑いが在るのです。

里_..決め手のはずの映像を、公判の証拠にしていない不畢(99.00%以上)隠蔽

殺人を示す決定的な映像をしているものと思われます。

嘩(90・ 00%以上)
外傷が頭部だけで、胴体部や自転車が無傷だったのば轢逃げ事故として極めて不審です。

真犯人が、-側道上で撲殺した疑いが在ります。

・本当に交通事故か? ・叔母を側道まで運んだのは車乗か? ・雇われ犯ではないのか?

F 轢逃げ犯の行動の必然性の有無〈99. 00%以上)

・待ち伏せの疑い 叔母の自宅または現場付近での不審な停止状態は無いか?

・この時間帯に、この交差点で左折する必要は在ったか?

:事故車両の連行記録(タコメーターなど)とは、辻額が合うか?

G 故意ではないとする証拠の存否が不明(99・00%以上)

一・ブレーキ痕の位置は? ・衝突時のスピ「ドぱ・ブレーキのタイミングは適切か?

( 、 H この事故のその他の事件惟(90. 0∴0%以上)

( ・金曜の朝の副都心の17号上の交差点で 目撃者が出ない不審 共謀による迂回の疑い

工 轢逃げ事故の公判(A「甲’10)の不審 (99. 99999999%以上)

在り得ないことであり、刑事司法三機関の共謀による隠蔽と断定できます。

.★★★警視庁サワタが2つの要請を無視したことを無視(経醐腫亭・判定洩れ・理由不備)

2つの要請とは、包囲網の描発と脅迫殺人の真相究明です。

私が、当たり前に、警視庁に抗議すべき立場に奉ったことは、誰でもわかるはずです
これだけでも、当り前に、巨大不祥事であり、人権侵害であり、少なくとも、公務員職権濫

用罪、犯人隠避罪、証拠隠澱罪が疑われます。

私は、:サヮダの風貌を記憶して両
さらには、他の不法行為も一貫した無視ですから、遡って推測できると思います。

また一般人は虚偽告訴罪を背負ってまで嘘は吐かないので、信じない合理性は在りません。

’それなのに「古い話なので確認が取れない」では、明らかに事案解明責任の放棄です。

★★: 20160606内容証明岬」定洩れ・理由不備)
反輪●●● 「要領を得ないものでいかなる犯罪行為を指揃するものか定かでない」旨(判
決書2頁)は:証拠隠滅です.

「警視庁に送った20∴09011β付け被害届が完全に無視され、その回答期限日・当日に、私の叔

母が変死したことから、 「先の被害届を忘れなければ この叔母のように殺すぞ」との脅迫
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殺人に相違無く、東村山署でサワダに、その真相究明を求めたのに無視された」と簡潔に書

いて有りますが、これは、殺人罪と脅迫罪以外には解釈できませんo

-宰領を得ないIと牢「判然としない」とがを、具体的に指示する必要が有馳
加え’て、内容証明が紛失ではないこと(取扱不備の抗弁事実)が示されていません{

士★’サトウの著しい信義則違反を無視したこと(経験貝腫反・判定洩れ・理由不観

証拠一覧表の旦上土の立証趣旨欄には「原告は監察室と指定したのですが現在組織として存

在せず、それに代わる部署として取次がれている点に注目願います。」と書いてありました。

」監察室には取次ぐ窓口が無い」や、サワダへの脅迫殺人の真相究明の要請を隠蔽したこと

にはなら は、塵鐘であり、著しい信義則違反であ生姜軸であり、不当な受

位韮盃であり、内部牽制の放棄であり、警察法2条や刑事訴訟法239条2への違反です。

また、反訳書にしなければ証拠にならないのであれば、:それを告知すべきです。

★★所属のタクシー会社の二度の死亡事故を無視(経験則違反・判定洩れ・理由不鎧」

創業以来60年以上、死亡事故が皆無だった会社に、全く同じ形の死亡事故がl年以内に連

続するのば偶然では在り得ません。

既提出の通り、これ・らも による、神風特攻に相違ありません。

★★★包囲網の実在を無騨
帯状に9告訴状を添付した目的と、争事件が何故に私に集中しているのか?という、亜互盟
連蛙や類型的一貫性を総合すれば、包囲網の実在は明らかです。

第8 法令の蹄示

犯罪捜査規範(被害届の受理)第年1.条

警察官は、犯罪による被害の届出をする者があったときは、その届出に係る与件が管轄区域

の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。

同 第65条 書面による告訴または告発を受けた場合においても、その趣旨が不明であ

るときまたは本人の意思に適合しないと認められるときは、本人から補充の書面を差し出さ

せ、またはその供述を求めて参考人供述調書(補充調書)を作成しなければならない。

第9●証拠の追加 甲5号書証と証拠説明書を追加します

第10 当り前の事案解明を、裁判所に要請します・

被告が因縁付けにより認否を示さず、理由無しに否認だけしていることを判定願います。

これは全て、既提出の書面上で確認できます。 . 以上
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